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平成20年6月20日（金）に開催された全国公共図書館協議会研究集会の講演記録を別冊と

してまとめました。 

全国公共図書館協議会では、平成18年度、19年度の2ヵ年で千葉大学文学部 竹内教授に

助言をいただきながら「公立図書館における図書館職員の研修」について調査研究事業を

実施いたしました。平成18年度は全国の公立図書館に対して実態調査を実施し、報告書に

まとめました。平成19年度は前年度の集計結果を分析し、提言としてまとめた報告書を刊

行いたしました。今回、竹内先生からこの報告書を中心に「公立図書館における図書館職

員の研修」につきまして、お話をいただきました。 

 

 
１．はじめに 

 ただいまご紹介をいただきました千葉大学の竹

内です。 

 今ご紹介がありましたように、平成18年度と19

年度に「公立図書館における図書館職員の研修に

関する報告書」が刊行されています。この２年間

の調査研究を助言者という形でわずかながらお手

伝いさせていただきました。もちろん実態として

は、多くの図書館の方が調査研究をなさったわけ

です。本日は、その結果を報告しますが、組織に

おける人材の確保、あるいは図書館における職員

研修の必要性と政策的背景を前段としてお話しし

て、その上で調査結果と報告書の内容をご紹介し

て、最後に提言ということでまとめさせていただ

きたいと思っています。 

  

２．組織における人材の確保 

 それでは、そもそも研修は何のために必要なの

かということから考えていきたいと思います。研

修とは、当然のことながら組織において人材をど

のように確保するかということと関わっています。

研修というのは、私の理解では、人材の開発です。

英語ではヒューマンリソースディベロップメント

(human resource development)と言いますが、こ

ういうものとして経営の中に位置づけられる必要

があるものと考えています。 

 これは現有の人的資源の能力を最大限発揮でき

るようにするということだと考えます。またこれ

はどのような組織であっても必要です。図書館以

外の公的な機関、あるいは民間企業等においても、

大学のような教育機関でも全く同じです。その組

織に要求されている役目とか機能というのは、社

会的な環境の変化によって当然変わっていくとい

うことがあります。しかしながら、既存の機関に

新しい役割が付与されたからといって、そのよう

なことが起きるたびにそこで働いている人を入れ
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替えることができるわけでは決してありません。 

 特に日本のように伝統的に終身雇用制が強い社

会では、大学を卒業した時点で採用した人、もっ

とも最近は中途採用も多くなっていますが、いず

れにしても多くの場合比較的若い段階で採用した

人が、定年まで１つの職場あるいは１つの組織で

―もちろんかなり大きな組織であることもありま

すが―で仕事をしていくということがあるわけで

あって、人材を全部入れ替えるなんていう発想は

基本的にはできません。しかしながら、新しい仕

事に対応していこうとすると、それが対応できる

人材を組織の中で育てていかないといけないとい

うことになります。それが研修の最大の意味です。 

 またそうすることによって、組織としてのパフ

ォーマンスを向上させるということがあります。

今日のように、どの組織でも職員数はぎりぎりま

で減らされているという状況になってくると、一

人一人の職員の能力が従来よりも上がっていかな

いと、組織全体としてのパフォーマンスを維持す

るのは大変に難しくなります。 

 これは本来総合的な人事計画の中で考えなけれ

ばならないことです。研修については、そもそも

どういう人を採用するのかということと別個に論

じられているような気がしますが、実際にはどう

いう人を採用していくのかということとあわせて

考えないと、研修の効果はあがらないのではない

かと思います。 

 しかしながら、実際に研修の話をいろんな図書

館でうかがってみるとこれは大変に難しい話なの

です。随分前のことですが、ある県立図書館に行

って研修の体系性がどうなっているかということ

をお尋ねすると「いや、研修で体系の必要性と言

っても市町村立図書館からの要望としては、毎年

人が替わったから新しい人を育てるために分類と

目録を教えてくれということしか言われないんで

すよ」といったお返事を伺うわけです。確かに研

修としてそういうことが求められているのだから、

希望に沿ってやらなければいけないと考えること

もできるかもしれません。しかしながら、よく考

えてみれば、そのような結果をもたらすような人

事政策をとらずに、しかるべき教育を受けている

人を計画的に採用していけば、そんなばかげた研

修は本来ニーズとしては発生しないはずだという

ことも考えられるわけです。 

 ですから、初歩的なレベルの研修を繰り返しコ

ストをかけてやるということがもし組織の中で正

当化されないという話になってくるのであれば、

それでは、これまでとは全く別の人事計画を考え

てほしいということを図書館としては関係方面に

訴えなければならないことになるだろうと思いま

す。 

 もちろん研修なんかやっていくのはやっぱりだ

めだから、専門的な仕事の遂行は人材の入れ替え

型でいこうという考え方が出てくる可能性も否定

はできません。それが端的な形であらわれたのが

指定管理者制度だろうと思います。2008年６月の

図書館法改正における附帯決議ではっきりと指摘

されているように、指定管理者制度には弊害があ

り、そのようなやり方で今日の図書館における人

材確保の問題が単純に解決できるというわけでは

決してありません。やはり研修によって組織のパ

フォーマンスの向上と、そして組織に期待される

役割を果たすことができるような人材の創出を行

う必要があるわけです。 

 

３．図書館における人材の確保 

 今日の参加者のみなさんの多くは公立図書館で

管理的な立場にいらっしゃる方だろうと思います

ので特に強調したいのですが、今日の公立図書館

においてどういう人材が必要なのかということを、

研修の内容等の細かい議論をするまえに考える必

要があります。 

 つまり「図書館には今日どのような人材が必要

なのか」という問いかけに対して、図書館の管理

者である皆さんが具体的にどういう答を示すこと

ができるのかということです。研修はやらなけれ

ばいけないものであると言われているから、やら

なければいけないという議論ではなくて、図書館

の方針として、これからどういうことをやってい

こうとしているからどういう人材が必要なのか。
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それを人材の総入れ替えという形では実現できな

い環境である以上、どういう人材を育てていくの

かという議論になっていくはずなのです。公共図

書館が何をしようとしているかについては私がと

やかく言う話ではありませんが、例えば「これか

らの図書館像」であるとか、その他のさまざまな

政策的文書の内容を見ていくと、いわゆる課題解

決型サービスがこれからの公共図書館にとっては

必要なサービスであるということになっている。

それでは、課題解決型サービスというのは一体だ

れがどういうふうにやればできるのかということ

を議論していくことになり、さらには、そのよう

なサービスを提供できる人材は、具体的にどうい

う能力やスキルを持っていなければならないのか

という議論になるだろうと思います。 

 この人材の問題というのは、もちろん研修だけ

で解決できるわけではなくて、私が実際にかかわ

っている図書館情報学教育の中でも当然議論が必

要になってくるだろうと思います。司書資格が公

立図書館における専門的職員の能力を持っている

ことを示す証として制度化されているわけですが、

その教育の中でどういう人材を育てるのか、どう

いう知識を大学において与えるのか、そして、大

学で教育を受けた人を採用した上で、そういう人

材に対してどのような研修をしていくのかと考え

ていくのが、筋道立てた考え方ということになる

と思います。 

 こういう話をすると、図書館の現場にいらっし

ゃる方から「企画力のある人を大学で育ててほし

いんですよ」と言われることがあります。企画力

のある人をどうやって育てるだろうかと時々悩む

のですが、これはとても難しいことです。企画す

るということが教育の中ではあまり重視されてな

いことなので、今後はそういう教育をしないとい

けないのかなと考えることもありますが、そうで

はないと思います。大学教育に期待されている役

割というのは、企画力ではなくそのベースとなる

基礎知識のはずであり、企画なんていうのは、仕

事をしていれば当然さまざまな場面で必要になる

ことであって、当然のことながらオン・ザ・ジョ

ブでやっていることなのではないかと私は考えて

います。しかし同時に、現場にいて管理者的な立

場にいらっしゃる方が企画力を育ててほしいとお

っしゃるということは、逆に言えば、大学がどう

いう人材を育てているかということをメッセージ

として図書館の現場の方々に伝えていないという

ことなのかなということを考えたりしています。 

 

４．研修についての政策的背景 

 ちょっと話が横にそれてしまいましたけれども、

研修について政策的にこれまでどういう議論がさ

れてきたかということを少しだけ振り返っておき

たいと思います。比較的最近公になったものをピ

ックアップしてみると、平成13年には「公立図書

館の望ましい基準」がありますが、その中でも研

修のことについては議論がされています。教育委

員会及び公立図書館における研修の必要性という

こと、それから都道府県立教育委員会が研修をき

ちんとやらなければいけないということ、そして

研修ではなくて、先ほど申し上げた人事計画とし

て専門的な職員の採用をしなければいけないとい

うことを言っています。 

 それから、平成18年３月の「これからの図書館

像」ですが、近年出た公共図書館に関する政策的

文書としては最もインパクトがあったものの１つ

だろうと思います。この中でも、図書館職員の資

質の向上、図書館職員の研修とリカレント教育、

司書の養成と専門主題情報担当者の教育というこ

とがこれから必要なこととして指摘されています。 

 この図書館職員の研修、リカレント教育という

枠の中でも、さらに幾つかのことが言われていま

す。当然のことながら、今後研修とリカレント教

育に一層力を入れなければいけないということを

言っていて、体系性のある研修プログラムの必要

性、演習型の研修の必要性、評価と認定、リカレ

ント教育としての社会人大学院の重要性、国レベ

ルの研修の積極的な参加、それからｅラーニング

を含む自己研修の環境の整備、館長に対する研修、

初任者研修プログラムが必要だということを言っ

ています。 
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 そして、先ほどもちょっと申し上げましたよう

に、６月４日に参議院を通りました図書館法の改

正によって第７条第１項に「文部科学大臣及び都

道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、

その資質の向上のために必要な研修を行うよう努

めるものとする」ということが書かれたというこ

とになります。 

 ですから、研修の必要性については、これまで

国が出してきた文書の中でずっと言われていて、

その必要性は認識されていて、文部科学省もさま

ざまな形で研修へ予算をつけたり、あるいは実際

に研修をやったりということをやってきました。

これは実際に文部科学省の方から聞いたことがあ

るのですが、従来、図書館法の中には研修という

ことがうたわれていなかったにもかかわらず、文

部科学省としてはかなり努力をして研修のための

費用は確保してきたというような背景があるよう

ですので、今回これがきちんと法の中で言及され

るようになったのは非常にいいことと言えるので

はないかと思います。 

 

５．今回の調査の背景 

 研修の必要性についてはずっと言われ続けてき

た中で、今回の２冊の報告書を生み出す経緯、ど

ういう問題意識があったのかということを少しお

話ししておきたいと思います。 

 問題点については、「これからの図書館像」に挙

げられているような幾つかの改善すべき点がある

ということは当然のことながら認識されていたの

ですが、議論の初期の段階で実際に報告書をまと

める立場にいた県立図書館の何人かの方から出て

きた問題意識というのがいくつかありました。 

 まず一つ目としては、研修を提供する側が体系

的にそれを行っていないということです。つまり、

国がやること、都道府県がやること、それから市

町村がやることに関して、基本的には十分な調整

がなされていないだろうということです。 

 二つ目としては、受講する側としても体系的に

研修に参加できていないだろうということです。

つまり、本来であれば、初級、中級、上級という

ふうに、キャリアが上がっていくに従ってスキル

をちゃんと伸ばしていくような、受講生のレベル

に対応した研修が必要であるにもかかわらず、そ

ういった体系に沿った研修参加がないであろうと

いうことです。 

 そして三つ目にキャリアパスの問題に当然かか

わってくるということになります。先ほど申し上

げましたように、だんだんキャリアが上がってい

くに従って、要求される研修のレベルは高くなっ

ていくはずだということがあるわけですが、図書

館員のキャリアパスって一体どういうものなのか

ということ自体に対する理解が基本的には十分に

なされていない。つまり、図書館員というのは、

例えば就職してから、定年を迎えるまでずっと図

書館にいるということが今日の自治体の中ではな

かなか考えられなくなっているわけですけれども、

そのような環境の中で、どういうタイミングでど

ういうポジションにいて、そのためにどういう研

修が必要かといったような理解というのがきちん

となされていないのではないか、といった問題意

識があったわけです。繰り返しになりますけれど

も、このような問題意識は先ほどの「これからの

図書館像」の中にも書いてあることでありまして、

これを今さら繰り返し指摘してもしようがないと

いう面はあります。 

 しかしながら、今回このような調査を２年間か

けて改めてやっているのは、「これからの図書館

像」で論じられている内容というのは、基本的に

はやや抽象的であって、「べき」論としては正しい

わけです。しかし、「べき」論としては正しくても、

抽象性が高くて、具体的に今何をしなければいけ

ないのかということに対する方向性がなかなか見

えてこないということが我々の意識の中にありま

した。ですから、研修の実態というのは一体どう

なっていて、そしてそれを踏まえて、今日、研修

を考える上で何が必要なのかということをなるべ

く具体的な事例に従って議論しようというのが調

査チームの問題意識としてはあったと言うことが

できます。 
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６．調査の実際 

 平成18年度と平成19年度に、大変な時間と労力

をかけて、お手元にあるような報告書をまとめた

わけです。具体的には、平成18年度には研修に関

するアンケートを計画して、調査票をつくって、

そして実際調査を行って、集計分析そして報告書

の作成をいたしました。 

 平成19年度には、研修に関するアンケートの追

加調査ということで、個別の、特徴のある研修を

やっていらっしゃる図書館を追加調査して、事例

として取り上げるということをやりました。それ

から、現地調査ということで、指定管理者制度を

導入している図書館において、研修がどのように

行われているのかということの聞き取り調査をい

たしまして、そして最終的に２冊目の報告書がま

とめられるという経過をたどっています。 

 

６．１ 目的 

 「これからの図書館像」の中では抽象的な形で

研修の必要性が述べられていて、幾つかの方策に

ついても述べられているわけですが、それらをよ

り具体化するために図書館職員の研修の基本的な

あり方を探るとともに、体系的な研修のあり方を

提示することを目的とし、そのために、公立図書

館における図書館職員の研修の実態調査と現状や

課題の把握とともに特色のある研修事例を収集す

るということを行いました。 

 具体的な目標として設定したのが、キャリアパ

スに合わせた体系的研修のモデルの提示と研修実

施のためのマニュアルの作成ということです。で

すから、抽象的に立派なことを言うというよりも、

むしろ図書館の現場ですぐに使えるような道具を

つくりましょうという方向性が強くあったと言う

ことができます。 

 

６．２ 調査対象 

 言うまでもないことですが、全公図が行う調査

ですから、全国の公立図書館を対象としており、

都道府県立図書館と市町村立図書館にわけて調査

を実施しました。各自治体の中心館にアンケート

を送付する形をとり、回答の内容は、地域館や分

館を含む形でご回答いただくという形をとってい

ます。 

 実際にやったことは何かと言えば、平成17年度

の日本のすべての公立図書館が実施した研修の把

握と、日本のすべての公立図書館の職員が参加し

た研修の実態の把握ということです。18年の11月

から12月にかけて調査が実施されました。 

 調査対象については大きく２つの観点がありま

す。１つは、どのような研修を主催したというこ

と、もう一つは、職員をどのような研修に公費で

参加させたということです。公費による参加の実

態については、選択的に行われているものはあり

ましたが、全国レベルでは十分な調査がありませ

んでした。すべての公立図書館を対象とした研修

の参加状況に関する調査というのは今回のものが

初めてだったであろうと理解しています。 

 自治体、教育委員会、公共図書館、あるいは公

共図書館協議会が主催した研修の実態ということ

に関していえば、平成元年に全公図が実施した調

査で行われていますので、可能な限り比較する形

で言及していきたいと思います。 

 

６．３ 調査の概要 

 調査の概要ですが、調査票の配布と回収は基本

的に電子メールで行いました。エクセルのファイ

ルで回答欄をつくりまして、そこにデータを入れ

ていただくという形でやったわけです。多分10年

前だとエクセルを使った調査はできなかったと思

います。正確な数字は知りませんけれども、エク

セルがうまく使えない、あるいはメールでうまく

返信できないというようなお答えは、ごく少数を

除いてほとんどなかったと理解しています。そう

いった意味で、公共図書館の電子情報環境もよく

なったなと思いました。 

 調査の実際ですが、調査票の配布は、事務局か

らブロック中心館、ブロック中心館から都道府県

立図書館、さらに市区町村立図書館に流れていっ

て、回収のほうはこの流れを逆にたどるような形

で市区町村から都道府県立図書館、そして全公図
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の事務局へという形でデータが送られてくるとい

うスタイルをとっています。これはシステマティ

ックで、大学で実際にいろんなアンケート調査を

やっていて、回収率が何％になるかと日々考えそ

ればかり心配している身からすると、信じられな

い回収率になるのですごいことだと思います。 

 

６．４ 調査票の回収状況 

 調査票の回収状況は、都道府県立は100％、市区

町村立に関しては96％でした。非常に信頼度の高

いものが得られていて、今回の調査というのは実

数で考えても、我が国の平成17年度の研修に関す

る現状を非常に正確に反映したデータが得られて

いると考えています。その結果は２冊の報告書と

して公表されておりまして、いずれも全公図のウ

ェブサイトからダウンロードできます。 

 

７． 研修の実施（主催）状況 

 研修の調査については２つの側面に焦点を当て

て調査しているのですが、１つが主催状況という

ことです。まずこれについて見ていきたいと思い

ます。 

 

７．１ 概要 

 先ほど申し上げましたように、平成元年度に全

公図が研修の実施状況に関する調査をやっていま

すので、それと比較をします。平成元年の調査は

昭和63年度の実績になるわけですが、都道府県立

が89.4％、市区立が11.7％、町村立が0.6％という

主催状況でした。これが平成17年度の実績では、

都道府県立が100％、市区立でも36.9％、町村立で

13.7％となっています。 

 表を見ていただければわかるように、数字的に

上がっているわけでして、大変喜ばしい結果が出

ていると思われます。 

 これは一応補足しておきますと、ここで都道府

県立とか市区町村立と言っている場合には、各図

書館が主催者になっているだけではなくて、教育

委員会、あるいは都道府県立図書館が事務局を務

めている、県の図書館協会のようなものが実際に

行ったものも含めています。しかしながら、どう

いう形にせよ、都道府県立、市区町村立、町村立、

いずれも研修を実施している館の割合は上がって

いて、しかも都道府県立が100％であるということ

は、県レベルで見たときには、日本全国どこに行

っても研修が行われていないということはもはや

ないということがはっきりと言える状況であるこ

とがわかったということになります。 

 

７．２ 主催した研修で扱われたテーマ 

 研修が行われているは大変いいことではあるの

ですが中身が伴わなければ意味がないので、最初

に、どのようなテーマについての研修が行われて

いるのかを見ていきたいと思います。都道府県の

レベルで行われている研修に関しては、全部で487

件あるということがわかりましたが、そのテーマ

について回答をいただいたところ、最も多い研修

のテーマは、「図書館経営」に関するものであるこ

とがわかりました。その次に「複数のテーマにわ

たるもの」がきて、「児童・青少年サービス」、「レ

ファレンスサービス」に続くというものです。こ

の研修のテーマについては、我々が独自につくっ

たカテゴリーではなく、過去の調査で使われてい

るものをベースにしています。「複数のテーマに

わたるもの」というのは一体何かということを先

に説明しておきたいのですが、これには図書館の

概論と図書館業務全体にわたる研修を行っている

ようなものと複数の講座を組み合わせているよう

なものがあり、新任・転任職員を対象とした研修

などが前者にあてはまると思います。 

 市区立では、全部で研修は735件ありましたが、

「複数のテーマにわたるもの」が一番多く、その

次に「その他」（これは視察などを含みます）、そ

して「児童・青少年サービス」そして「図書館経

営と」いった順序になりました。 

 町村立ではどうかと言いますと、「児童・青少年

サービス」、「その他」、「複数のテーマにわたるも

の」「図書館経営」という順になっています。 

 こういうふうに見ていきますと、１つの特徴が

見えてきます。それは、都道府県立と市区立、町
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村立では若干傾向に違いがあるということです。

全体で見ると平成17年度に全国の公立図書館が主

催した研修は1,347件あったということがわかり、

内容的には「複数のテーマにわたるもの」という

のが実は一番多かった。その次が「児童・青少年

サービス」で、その次に「図書館経営」が来て、

そして「レファレンスサービス」となっています。 

 

７．３ テーマに関する問題点 

 このように見ると、いろんな研修が数多く行わ

れていてすばらしいということになるのですが、

これを単純にすばらしいと喜ぶ前に別の問題点か

らも論じる必要があるだろうと思います。それは、

職員のキャリアやニーズと実際に研修で行われて

いることがほんとうに合致しているのかどうかと

いうことです。たくさん研修が行われていても、

それがニーズと合致していなければ、研修の参加

者も少なくなってしまうし、参加してもいい成果

を得られないし、そして満足も得られないという

ことになってしまいます。 

 今回の全公図の調査ではニーズに関する調査は

していません。それゆえニーズをどのように知る

のかということになるのですが、これについては、

過去に行われた幾つかの調査から見ていくことが

できます。つまり図書館員が実際にはどのような

テーマでの研修をしてほしいと思っているかとい

うことです。 

 過去の調査から図書館員の研修のニーズを見て

いきますと、中堅以上と初級の職員の間ではニー

ズに差があるということがわかっています。つま

り、どういうテーマで研修をしてほしいかという

ことについては経験によって違うのです。この件

については平成19年度の報告書の8ページを参照

してください。これまで一般的に言われてきたの

は、レファレンスに関するニーズというのは非常

に高いということ、また研修のプログラムの中で

も、レファレンスの研修というのが一番多く行わ

れているものではないかということです。しかし

ながら先ほど見ていただいたように、上位に来て

いるものは必ずしもレファレンスではありません

でした。 

 それから中堅と初級の違いという観点で言うと、

中堅以上の人たちは児童サービスを対象にした研

修に対してのあまりニーズを強く感じていません。

どちらかというと、図書館経営に関するニーズを

強く感じている傾向があります。それに対して初

級の人たちは、むしろ図書館経営に関するニーズ

よりも、例えば児童サービスに関するニーズを感

じているというのが過去の調査からはわかってい

ます。 

 これを意識しながら実際に行われている研修を

見てみると、中堅以上の人を対象にした児童サー

ビスに関する研修というのはある程度行われてい

るものの、中堅以上を対象に図書館経営について

の研修は、実はあまり行われていないということ

に気がつきます。 

 レファレンスに関しては、先ほど見ていただい

た「複数のテーマにわたる」研修という中に必ず

レファレンスが入っていると理解をすれば、レフ

ァレンスサービスに関する研修は広く行われてい

るのではないかと考えられるわけですが、しかし

ながら、ニーズと実際の間には若干のずれがある

ように思われます。 

 

７．４ 研修の参加資格 

 それから、研修にどのような参加資格を設定し

ているのかということを見てみたいと思います。

これは個人的にはちょっと驚きでした。実は自治

体は正規職員を対象にした研修しかやってないの

ではないかと私は偏見を持っていたのですが、実

際に結果を見てみると、決してそういう状況では

なくて、都道府県立を見た場合でも、非常勤職員

とか、あるいは派遣、委託を含む研修と段階的に

見ていくと、「正規職員のみ」を対象にした研修の

割合というのはわずか6.8％で、それ以外の研修は

非常勤職員を含んでも構わない、あるいは派遣と

か委託の職員を含んでも構わないというスタイル

で行われているという状況でした。 

 公立図書館全体では、参加資格を「正規職員の

み」としている研修はわずか13.8％であって、非
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常勤職員を含む、あるいは派遣等を含むというの

が多くて、非正規職員であってもほとんどすべて

の研修に参加ができるというのが現状であると考

えることができます。皆さんご承知のように、Ｊ

ＬＡの統計によりますと、ついに公立図書館の職

員の比率というのが、正規職員の比率よりも非正

規職員のほうが上回ったという状況になっている

わけですから、このような状況になっているのは

当然と言えば当然なのかもしれません。 

 興味深いことに、ある調査によりますと、大学

図書館においても正規職員と非正規職員の割合は

ほぼ１対１に近づきつつあるということです。ち

なみに社会全体で見ると、正規職員と非正規職員

の割合は多分２対１ぐらいになっているはずなの

で、図書館という職場は、非正規化がほかの職場

よりも先に進んでしまっている職場であると言う

ことができます。 

 

７．５ 参加資格をめぐる問題点 

 このように研修の幅が参加対象者という点から

も広がっているのはいいことですけれども、しか

しながら別の問題点もあるでしょう。先ほど中堅

職員と初級の職員では研修のニーズが違うという

話をしました。しかしながら、「経験を問わず」と

いう研修が全体の４分の３を占めているという現

状があります。先ほどもちょっと申し上げました

が、都道府県レベルであれば、中堅レベルの職員

を対象とした研修が多く実施されているのではな

いかと想像したわけですけれども、都道府県レベ

ルであっても、中堅職員を対象とした研修という

のは多く実施されているわけではないという実態

がわかりました。 

 これについてはいろいろな解釈が成り立つと思

いますが、いずれにしても「都道府県立図書館は

中堅職員を対象とした研修をやっていないからけ

しからんじゃないか」という話ではもはやないだ

ろうと思います。研修をやらないのが悪いという

ことではなくて、職員のほうがもはや中堅職員研

修を実施できるような状況にないということだろ

うと思います。中堅職員の層が公共図書館の世界

では非常に薄くなってしまっている。あるいは、

非常に忙しいがゆえになかなか研修に出られない

という実態なのであろうと思います。 

 これを考えていくと、都道府県レベルを単位と

して考えた中堅職員を対象とした研修はもはや開

催困難な状況であって、もう少し集合の単位を大

きくしないとこの研修は成り立たないという現状

があるのだということになります。これは後ほど

言及する別の問題とも絡んでいるので、単純に、

「じゃあ、ブロック単位で研修やればいいじゃな

いか」ということになるわけではありません。 

 

７．６ 研修の定員と実施日数 

 その次に、実際に開催されている研修の定員と

か実施日数を見てみたいと思います。そうします

と、都道府県立図書館では「50名以上」が最も多

いという形になっておりまして、「30名から49名」

が約30％、「10名から29名」というのが約30％です。

市区立になりますと、「10名から29名」、町村立で

も、「10名から29名」が多いというような形になっ

ています。 

 これは研修の規模が当然のことながら対象とな

る職員数によって違うということになるわけです

が、よく考えてみると、都道府県立図書館でも「50

名以上」が最も多いということは、講師が来てし

ゃべって、受講生が座って聞く、いわゆる座学の

スタイルの研修が圧倒的に多いということを意味

していると思います。 

 さらに、実際に実施されている日数がどれくら

いかというのを見ますと、「半日以下」というのが

60％以上でして、「１日」というのが23％ぐらいで

すので、両方を合わせると80％以上が半日もしく

は１日という程度で行われているということにな

ります。これは、平成元年度に全公図が行った調

査と比べてみますと、明らかに時間が短くなって

いると言えます。先ほど研修を主催している図書

館の数は増えていて大変喜ばしいことだと申し上

げたわけですが、そういう横の広がりが実際にあ

る一方で、一つ一つの研修は時間的には短くなっ

ている。これは中身が薄くなっているということ
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につながらないといいと個人的に思うのですが、

実態としては時間が短くなっているので、ほんと

うに研修が充実してきたと言えるかどうか、これ

はよくわからないと思います。 

 

７．７ 研修の講師 

 その次のポイントが、主催した研修の講師をだ

れが務めたのかというところです。平成19年度報

告書の９ページから10ページにこの件が載ってい

ます。都道府県立図書館の場合は、「外部の人」を

講師として招聘しているのが65.5％あり、「内部

講師のみ」は33.7％になっておりました。それに

比べると、市区立では「内部講師のみ」が51.3％、

町村立では「内部講師のみ」が41.6％となってい

ます。 

 私は個人的には、図書館における研修において

は内部講師でかなりの部分が賄えるはずだと考え

ていますが、実際には必ずしもそうではないとい

うことのようです。どういうテーマで外部講師が

多かったかということですが、「障害者サービス」

とか「児童・青少年サービス」で外部講師の割合

が高く、それに対して「学校支援」、「レファレン

ス」は内部講師のみが多いことがわかりました。 

 この背景にはどういう事情があるのかよく考え

てみないとわからないですが、「障害者サービス」

は図書館によっては十分に行われているわけでは

ないので、内部的に講師を見つけるのが困難であ

る。しかしながら、図書館サービスとしては障害

者サービスというのはこれから展開していかなけ

ればならない重要なサービスであるから、研修を

やった。そのためには講師は外部から呼ばざるを

得なかったという状況と理解しました。 

 また内部講師に関する問題には、職員構成の変

化に伴って確保が困難になりつつあるということ

もあるようです。先ほど申し上げたように、公立

図書館の職員構成において正規職員の割合が全体

の50％を割り込むという状態で、例えばベテラン

の職員が辞めた後に補充できるのは非常勤職員と

いうのが、多くの図書館の実態だろうと思います。

そうしますと、実際に図書館の内部で人材として

蓄積されている人の層は、徐々に薄くなっている

わけで、特に講師が務まるようなキャリアの人の

割合というのが非常に薄くなっていると思われま

す。そうすると、一部の特定の人に講師をやって

もらわないといけないという状況が生じ、それが

次第に過度に集中してくるので、なかなか研修を

実施できないというような事態が生じかねないと

いうことです。ある県で伺った話ですと、市町村

立図書館の職員向けに月曜日に研修をやるという

ように組んでいると、特定の職員が常に月曜日に

出てこないといけなくなってしまうということが

実際に起きているということです。 

 

７．８ 研修の形式 

 次は、実際に研修をどういう形式で行ったかと

いうことです。これについては、先ほどちょっと

ご紹介しましたように、「これからの図書館像」の

中でも、演習型の研修というのをやらなければい

けないということが書かれていますが、これにつ

いても、私個人としてはやや驚きを持って見るよ

うな結果が出ました。 

 どういうことかというと、先ほど申し上げまし

たように、都道府県立図書館の研修には50人以上

を定員としているものが多いことから当然講義型

の研修が多いだろうと予測していたのですが、実

際にはワークショップ型の研修というのも一定の

割合で行われているということが明らかになった

ということです。つまり「これからの図書館像」

でこうあるべきだと言っていることが、実際には

かなり実現していると言えるということです。市

区立でも町村立でも、ワークショップ型の研修の

割合は高く、町村立では、単なる講義型の研修よ

りもワークショップ型、演習を含む研修のほうが

実は多いということがわかりました。これは非常

にいいことだと思います。 

 以上が図書館における研修の開催状況の説明で

す。次に、各図書館からの研修への参加状況を見

ていきたいと思います。 
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８．研修への参加状況 

８．１ 概要 

 実際にどれくらいの人を研修に参加させている

かをということですが、都道府県立と市区立、町

村立で随分数字が違います。数字が違うのは、特

に平均延べ人数です。これはもちろん自治体によ

って図書館の規模が違っていて、それによって職

員規模が違いますので、「都道府県立が多くて、市

区町村立が少ないですね」という単純な話ではな

いのですが、都道府県立のほうが明らかに研修へ

の参加の機会は多いように思われます。 

 実際に平成17年度に公費で研修に参加した図書

館員の延べ人数は15,640人という結果になりまし

た。この中には非常勤職員も含まれていますので、

正規職員がどれくらいかという数字は正確には出

ていません。参加の割合を図書館別に見ると、都

道府県立では100％、市区立では95.6％、町村立で

は87.4％の図書館が職員を研修に参加させている

ということがわかりました。 

 

８．２ 研修の種類 

 どういう種類の研修に参加したかということで

すが、市区立では77.3％、町村立では78.7％が都

道府県単位、もしくは都道府県内のブロック単位

で開催される研修に参加をしたということが明ら

かになっています。 

 先ほどの研修の主催についての数字、それから

この数字を見て考えられるのは、かつてのように

研修機会が保障されていないといった劣悪な状況

にはもはやないということです。これだけの研修

参加実績があれば、全体としては研修に参加でき

る機会は保障されていると考えていいのではない

かと思われます。 

 しかしながら、このような研修への参加がほん

とうに図書館員にとって満足のいくものなのかど

うかということを考えると、実はこれは留保なし

に手放しに喜んでいいとは言えないという結果が

出てきます。 

 これは今回の我々の調査結果ではなく、平成14

年度にデジタル・ライブラリアン研究会が行った

調査によりますが、都道府県単位で行われている

研修に対する満足度は、ほかの研修に比べるとや

や低いという結果が出ています。ですから、機会

としては、都道府県で行われている研修の機会が

増えていて、そしてそれに参加している数はかな

りの割合に上っていて、しかも多くの自治体の職

員がこれに参加できているという状況はあるわけ

ですけれども、内容的に満足しているかというと、

いささか考慮の余地があるということです。 

 さらに細かく見ようとしたこととして、都道府

県とか全国レベルで非常によく知られている公的

な研修以外にどういう研修に参加させているかと

いうことがあるのですが、これが当初の想像以上

に多いものになりました。「その他」として挙げら

れたものへの参加は合計すると1,427名になって

いて、これは研修に参加したものの10％近くが、

有名な公的な研修以外の研修に公費で参加してい

るということを示しています。 

 「その他」はそんなにたくさんはないだろう、

それゆえ分析はそんなに難しくないだろうとたか

をくくっていた部分です。それゆえ調査票の設計

が甘く、後になって「これは大変だ」という話に

なってしまったところではあるのですが、その中

で見てみると、図書館総合展への参加が62名とか

なり多いことがわかりました。ほかにも様々な種

類の研修への参加があって、司書講習とか司書補

講習に行っている人もいたり、またかなり狭い地

域の中ですが、大阪府子ども文庫連絡会・児童文

化講座というのがあって、かなり小さい研修かも

しれないですけれども、40名以上の方が参加して

いて、興味深い発見がありました。 

 

８．３ 研修参加者の職 

 実際にどういう人を参加させているかというと

こについては、職員の種別ごとに参加人数を尋ね

た形になっていないので、数字の見方がやや難し

くなっています。参加人数は研修単位で、どうい

う種類の研修に何人参加したかと聞いていますの

で、実際にそのうち正規職員が何人、非正規職員

が何人かということが具体的な数値で明らかにな

 -10-



っているわけではありません。ほかの調査の結果

も見て考えますと、これもデジタル・ライブラリ

アン研修会の資料ですが、過去３年間に研修に参

加したか、していないかということを聞いていま

すが、正規職員の約90％近くが参加したと回答し

ているのに対して、非正規職員であっても60％以

上が過去３年間に研修に参加したと回答していま

す。実態としては、かなりの数の非正規職員が研

修に参加できているということだと思われます。 

 

８．４ 研修の開催地 

 どこで行われた研修に参加しているのかという

ことを見てみますと、圧倒的多くが県内に限定さ

れているということがわかります。県外で開催さ

れる研修に参加できているのは、都道府県立の方

であれば４割ぐらいになりますが、市区立、町村

立では、県外の研修に参加したというのは、研修

に行った人全体の１割以下という数字が出ていて、

町村立に至っては７％を切る程度しかないという

ことです。 

 これが先ほど申し上げました中堅の職員の研修

というのをどのように行えばいいかということと

密接に関わってきます。つまり、都道府県レベル

で中堅職員の研修を実際にやろうとしても、研修

がうまく成り立つだけの人がいないという状況が

ある一方で、じゃあ、市区立、町村立の人が県外

の研修に出られる環境にあるかというと、そうで

はないということです。どのように研修をやって

いくのがいいのかということを真剣に考えないと、

研修機会の数は増えていたとしても、研修機会の

真の保障にはならないということです。 

 実際に県外での研修ということで、県外からの

参加者が多い研修がどこで開催されているかを調

べてみると、東京都が最も多くて516名、その次に

兵庫、京都、徳島、神奈川というような順序にな

っています。東京では、さまざまなタイプの研修

が行われているので、ここに集まる人は当然多い

んだろうということはわかります。それから、神

奈川は、ひょっとすると図書館総合展が大きな要

因になっている可能性があります。なぜ兵庫や徳

島が何で多いのかという議論をしましたが、この

調査をした年は全国公共図書館研究集会の開かれ

た場所だからではないかということになって、そ

れから京都は、国立国会図書館の関西館があるか

らだろうといった要因が見えてきました。（ただ

し、この順序には、県外からの参加が多い全国図

書館大会の開催地は除いている。） 

 一方、県外での研修の参加者の多い都道府県を

挙げてみると。東京都が1,246名で一番多く、大阪、

埼玉、千葉、静岡と県外研修の参加者の多い都道

府県が続きます。人口規模というか、あるいは図

書館員数の規模と正比例をしているのかもしれま

せん。 

 

８．５ 研修参加を巡る問題点 

 このような状況をあわせて考えると、以下に挙

げるような問題点というか、特徴が見えてきます。

先ほど申し上げたことと重複しますが、嘱託、非

常勤職員であっても研修に参加している状況はあ

って、今回の調査以外の調査で明らかになってい

ることから見ても、一定程度ではあってもそうい

う人たちが研修に参加しているということはほぼ

間違いないと言えます。 

 それから、東京で開催されているさまざまな研

修というのは、図書館員にとって非常に魅力的で

あるから、当然のことながらさまざまな道府県か

ら参加する人が当然多いですが、実際には埼玉、

千葉、神奈川、すなわち東京に隣接している県か

ら参加する人が圧倒的に多いわけです。ですから、

東京で全国的な規模のレベルの高い研修を行って

いて、それに参加すれば質の高い研修が受けられ

ますというのは、確かにそのとおりであると思い

ますが、その機会が保障されている人たちという

のは、東京の近場の人たちだけに限定されている

ということになるわけです。もうちょっと詳しく

見ていきますと、上記の３県以外に福島、茨城、

栃木、山梨、静岡、愛知、鳥取、福岡といったよ

うなところが、東京都に10名以上の職員を研修の

ために派遣している県ということになります。つ

まり、新幹線があって東京に行きやすいか、ある
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いは福岡のように、飛行機に乗ってしまえば東京

は近いという環境に置かれているところの県だけ

が東京に行われている研修に参加できているとい

う現状ということです。 

 市町村立図書館の職員が県外の研修に参加する

機会は非常に少なくなっています。ですから、都

道府県レベルでの研修があって、そしてその上に

全国を７つに分けているブロック別研修があって、

そして全国規模の研修という形で、初級から中級

へ、そして中級へ上級へというようにレベルアッ

プしていくというのが、研修を実際に行うという

ほうでは意識されているにしても、少なくとも参

加状況という観点からは、これはとてもそういう

状況にあるとは言えないだろうということです。 

 

９．どのような問題点が認識されているか 

 当然のことながら、こういう研修を行っていく

上でさまざまな問題点があるわけです。問題点に

つきましては、18年度の報告書には回答館から寄

せられた具体的な声が収録されています。 

 なかなか興味深いコメントがありましたが、そ

の中で特に私がショックを受けたコメントがあり

ましたのでちょっとだけご紹介しておきたいと思

います。「研修というのは基本的に個人のスキル

アップである。それを公費で行うことに対する疑

念がある」という趣旨のことを書かれたコメント

がありました。組織というのは個人で成り立って

いるのだから、個人のスキルアップを公費で賄う

ということが何で否定されるのだろうというのが

よくわかりませんでした。でも考えてみれば、確

かに個人のスキルを上げることによって、例えば

「スキルが上がりましたから、もっと条件のいい

職場に移ります」という人が軒並み出てくれば、

このような議論は出てくるのかもしれないとは思

います。もちろん民間企業や中央官庁の公務員の

世界などでは、多額の費用をかけて海外に研修に

出して、帰ってきた途端に辞めてしまうというこ

とが問題になって、民間企業では研修費用の返納

を当然のことながら求めるわけですが、少なくと

も今の公共図書館の世界でそのような状況にはな

いと思うのですが、それでもこのようなコメント

が出てきてしまうのです。 

 やはり最初に申し上げましたように、背景には

人事計画そのものの問題があるのかもしれません。

図書館でかなりの期間働いて、スキルも身につけ

て、そして研修にも何度も参加して、自治体から

すれば養成のためにかなりお金をかけたと思って

いる人を、例えば税務部門に移してしまえば、そ

れはものすごいロスになるという話はわかるわけ

ですね。ですから、公費による研修が結果的には

組織の中では生きないことになってしまうから、

個人の研修にはお金をかけるべきではないという

発想なのかなと思ってしまうのですが、そういう

批判があるのであれば、そういう形にしない人事

計画を立てるほうが理屈にかなっているのではな

いかと私は思うわけですが、それについてはぜひ

後から、皆さんのご意見を伺いたいところです。 

 実施上の問題点としては、予算や助成金の減少、

講師の選定の難しさ、研修テーマの設定の難しさ

というようなこと、あるいは参加者が集まらない

というような声が実際には上がっています。市区

立、町村立では、研修にかける時間がないという

ことと予算がないということに尽きます。都道府

県において講師の選定が難しい、研修テーマの設

定が難しいとコメントがあることも、私個人とし

てはショッキングな結果ではあるのですが、それ

よりもさらに参加者が集まらないという非常に大

きな問題が出てきているということです。 

 研修に参加する上での問題点については、多忙

であること、日程調整が難しいということ、旅費

がないということ、計画的な研修の参加とか研修

の積み重ねが難しいということが挙がっています。

市区町村立では、忙しいということとお金がない

ということが大きな理由としては挙がっています。 

 

１１．マニュアル 

 報告書では、このような実際の調査の全体像を

提示するのと同時に、事例としていくつかの特色

ある研修を挙げています。 

 また、先ほど申し上げましたように、研修を実
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際にやる上で役に立つものにしようという観点か

ら、研修実施マニュアルを作ることをいたしまし

た。研修の企画立案から、実際にどういうことを

やっていけばいいかということを、この報告書（平

成19年度）を手にとられた方が見ればすぐにわか

るような形のものにするという意図の下、研修の

レポートとかアンケートの準備の仕方といった非

常に細かいことまでマニュアルとしてまとめてい

ます。 

 

１２．キャリアパスに合わせた研修モデル 

 もう一つの重要なポイントは、キャリアパスに

合わせた研修モデルの提案です。図書館員がどの

ようなキャリアを積んでいくのかを考えるのはな

かなか難しいことで、これについては随分委員の

検討の中でも議論がありました。例えば、非常勤

職員が非常に増えている中で、図書館員のキャリ

アパスをどのように考えればいいのかというよう

なことなどが議論になったわけです。 

 そこで図書館の職員として必要な研修と自治体

の職員として必要な研修というのに分けて考える

ということをしました。これを詳しくまとめた図

は、平成19年度報告書の76ページにあります。 

 新任職員、あるいは図書館にこれまで勤務経験

がなくて、図書館に転任してきた職員に対しては、

基礎的な研修と専門的な研修の初級のレベルのも

のを提示しようとしています。それに対して、中

級職員（３年から５年の経験）に対しては複数の

テーマにわたるさまざまな研修を提供していくの

と同時に、この職員がどういう領域でみずからの

専門性を強めていくかということを踏まえた上で、

専門的な研修の中級以上の研修をスタートできる

ようにしようとしています。もっとキャリアの長

いベテラン、あるいは館長、管理職のような人た

ちに対しては、これは大きく２つのグループにわ

け、図書館経営が必要な人たちに対しては経営に

資する研修を提供するということを行うこととし、

管理職という立場ではなくて、非常に専門性を強

めた立場で図書館にかかわっている人たちに対し

ては、よりレベルの高い専門的な研修を提供でき

るといったような枠組みが必要ではないかと考え

ています。そして、このような枠組みで図書館職

員として必要な研修を提供すると同時に、自治体

の職員として当然参加が求められる階層別の研修

であるとか、特定課題研修というものを並行して

行うというようなモデルを考えていきました。 

 

１３．まとめと提言 

 最後にまとめと提言ということをお話ししてい

きたいと思います。平成19年度報告書では81ペー

ジ以降に掲載されています。研修の問題点として

明らかになったのは、研修機会が均等に保障され

ているわけでは決してないということです。つま

り、研修機会は明らかに増えているはずだけれど

も、研修機会が均等に保障されているわけではな

く、かつ、研修のニーズを満たすという点でも、

まだ課題が残っているということです。 

 また、研修の開催回数という点では増えている

にしても、研修時間を見ると短縮があって、ひょ

っとすると、実際の研修の内容という観点では縮

小という傾向が見られるのかもしれません。 

 研修の実施体制にも問題があって、研修の主た

る担い手であると考えられている都道府県立図書

館の方々であっても、どういう研修をどのように

構成していくかということについては、例えば講

師の選定なども含めて困難がある一方で、あちこ

ちで同じような研修が開かれていて、重複が多く

見られるというようなことも指摘されています。 

 このような問題を解消していくためにはどのよ

うにすればよいかということですが、既に「これ

からの図書館像」でも言われていることをなぞっ

ているようなところはありますが、今回の我々の

調査から具体的に言えてくることをあげておきた

いと思います。 

 制度化の問題というのは、６月に図書館法が改

正されて、「司書及び司書補に対し、その資質の向

上のために必要な研修を行うよう努めるものとす

る」と明記されましたので、これについては問題

は解決しました。 

 ｅラーニング等についても、「これからの図書
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館像」の中で実際に言われている事項ですが、今

回の我々の調査結果から特にはっきり言わなけれ

ばならないのは、特に中級以上の研修を効果的に

実施するための枠組みをどのように考えるのか。

これは枠組みを考えるということではなくて、具

体的にどうするのかということを早く議論しない

といけないということです。検討が必要だという

ことを繰り返し言うのはもうやめようということ

です。例えばユーチューブのように、今日インタ

ーネット上で利用できる映像配信環境は様々なも

のがあります。技術はすでにあるわけですから、

コンテンツを作りさえすればよいという状況だと

思いますので、具体的にどのような研修教材をつ

くるのかを具体的に議論していく必要があると思

います。 

 それから、参加者が少ないといった問題点もあ

ったわけですが、積極的に研修に参加するような

インセンティブがないとますます研修に参加する

機会が減ってしまうだろうと思います。現場はま

すます忙しくなっているという状況ですから、そ

の中で研修に参加して、人材のクオリティーを上

げて、よりよいサービスを提供していくためのキ

ャリアパスモデルというのを一応今回我々は考え

ましたけれども、ただ我々が考えたレベルという

のではなくて、図書館界でだれもが納得できる形

で確立をして、それに基づく研修の体系化を早く

やらないといけないと思います。そして、研修の

参加を認証する制度をつくって、研修に参加する

ことがプロフェッションとしての図書館員の機能

というか、位置づけを高めることにつながるよう

にしないといけないのだろうと思います。これに

ついては、日本図書館協会が以前から上級司書制

度の議論をしてしまうが、現時点では制度化は何

も進んでないわけですから、これもさっさと議論

なんかはやめて、早く実行していかないと、ます

ます図書館の立場、あるいは図書館職員の立場は

弱いほうへと追いやられてしまうのではないかと

危惧します。 

 それから研修の高度化ということです。研修に

「行ってよかった」と思えるような、満足度の高

い研修をなるべく多くしていかないといけないわ

けですから、あちこちで単発的に研修を実施すれ

ばいいというものではなくて、例えばあるテーマ

について研修をやるのであれば、それに相応しい

モデルカリキュラムがあり、それをベースにどう

いう講師がどういう内容を話せばいいかというこ

とをある程度標準化して、研修を準備し、実行す

ることが必要になってきていると思います。 

 そのためには研修の担当者、あるいは研修の講

師を育てることが必要と思われます。外部講師に

頼るとか、あるいはだんだん数が少なくなってし

まっている内部講師にかろうじて頼っているとい

うことだけでは不十分で、体系的に講師を育てる

ということをしていかないといけない状況に既に

置かれているのではないかと思います。 

 以上のようなことが今回の我々の調査研究で得

られた一応の結論でして、今日は私が代表してお

話しましたけれども、18年度と19年度の全公図の

編集委員と全国調整委員の皆さんが長い時間をか

けて議論して、大変な労力をかけて調査をして、

分析した結果ですので、これらの成果は当然これ

らの皆さんに帰するべきものです。そして、今回

の資料の作製につきましては、編集委員でもいら

っしゃった神奈川県立図書館の石原眞理さんにご

尽力いただいていますので、最後にお礼を申し上

げます。 

 以上で私の話の終わりということにさせていた

だきたいと思います。長時間ご清聴いただきまし

て、どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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